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※ 疾病など、就労以外の条件については、きっずクラブ又は江東区教育委員会事務局放課後支援課支援係までお問い合わせください。
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6．開設時間を超える利用
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※

① 勤務（内定）証明書等、必要書類の添付がない申請書は、受付できません。

② 郵便やメールでの申請は、受付できません。
③

         

　　　　

10．入会の承認

11．その他
(１)
(２)

入会申請書等の記入については、別紙学童クラブ児童募集案内の記入例を参照してください。
保護者が育児休業中で、７月末までに職場復帰される方の児童は、４月１日入会の対象となります。

日曜日・祝日は、申請できません。ただし、入会を希望する江東きっずクラブＢ登録を受け付ける児童館の開館日には、申請すること
ができます。平成２３年１２月１１日（日）は平野・東雲・亀戸児童館以外の児童館と児童会館が、平成２３年１２月１８日（日）は
平野・東雲・亀戸児童館が開館しています。ただし、古石場児童館は平成２４年３月まで改修工事で休館中のため、土曜・日曜日は申
請受付できません。※開館時間は、各児童館にお問い合わせください。

集中募集期間で申請のあった児童の中で、入会基準で算出した合計指数（保護者の状況に係る指数、児童の学年に係る指数の和）の高い児童
から順次承認します。集中募集期間後の随時受付では、申請状況によって入会をお待ちいただく場合があります。
入会審査の結果は、２月下旬に保護者に通知します。なお、申請内容が事実に反したものである場合は、審査の対象としません。
また、その場合は、入会が決定し利用開始後であっても、入会を取り消します。

受付時間は、既実施校は午前１０時３０分から午後７時、新規実施校は午前９時３０分から午後６時までです。
《注意事項》

9．入会申請方法
保護者が、入会を希望する江東きっずクラブの「平成２４年度申請受付施設（裏面「江東きっずクラブＢ登録一覧」参照）」に「入会申請
書」・「入会申請書（２）」「勤務（内定）証明書又は就労状況等報告書」等の必要書類を添えて申請してください。

8．募集期間

平成２３年１２月８日（木） ～ １２月２２日（木）

入会申請書、入会申請書（２）、勤務（内定）証明書又は就労状況等報告書等の必要書類は「学童クラブ」と同様です。

①毎月１日～１５日申請分　・・・　入会対象日：翌月　１日
②毎月１６日～末日申請分　・・・　入会対象日：翌月１５日

集中募集期間後の随時受付

４月１日入会のための集中募集期間

　　※２３年度以前の江東きっずクラブ・学童クラブ入会者で、育成料(利用料)等の未納がある方は、収納確認後に入会審査を行います。
　　（確認ができない場合は、承認書等の発送ができませんのでご注意ください。）

同一世帯に学童クラブ、江東きっずクラブＢ登録の入会児童が２人以上いる場合は、学年の最も低い児童１名を除くその他児童の育成
料(利用料)を減額する制度があります。なお、制度のご利用には申請が必要です。
生活保護受給世帯、平成２３年度住民税非課税世帯の児童には、育成料(利用料)の免除、間食費（おやつ代）・４月１日入会者の保険
料を助成する制度があります。なお、制度のご利用には申請が必要です。

さらに、週３日以上、就労等により保護者の帰宅時間が午後６時を超える児童は、土曜日を除いて、利用時間を放課後から午後７時までに変
更できます。ただし、午後６時を超える延長には、保護者等のお迎えが必要です。

7．経費（育成料(利用料)・間食費（おやつ代）は、入会日・利用日数等による減額及び返還金はありません。）

（１）～（３）の要件をすべて満たす児童が入会対象となります。ただし、Ｂ登録の集団生活に適さないと認められる児童及び病気療
養中の児童は入会できません。
他の学童クラブ（土曜開室学童クラブは除く）、江東きっずクラブＡ登録との二重登録はできません。

2．入会を募集する江東きっずクラブ　　　裏面「江東きっずクラブＢ登録一覧」のとおり

3．入会申請に必要な保護者の就労条件

１．入会対象児童
江東区に住所を有する児童
裏面「江東きっずクラブＢ登録一覧」に掲載する小学校に在籍している３年生以下の児童
保護者の就労や疾病等により、放課後、家庭において適切な保護を受けられない児童

平成２４年度江東きっずクラブＢ登録（学童クラブ機能）児童募集案内

　江東区では、平成２２年度から学校施設を活用し、放課後や夏休み、冬休みなどに、児童が安全で安心して過ごせる居場所・生活の場を提供する
事業である「江東きっずクラブ」を実施しています。
　江東きっずクラブには、実施小学校の１～６年生を対象とするＡ登録（げんきっず機能）と、実施小学校の１～３年生で保護者の就労等により放
課後、家庭において適切な保護を受けられない児童を対象とするＢ登録（学童クラブ機能）があります。
　江東きっずクラブＢ登録（学童クラブ機能）では、次のとおり入会申請を受付けます。

週に３日以上、午前８時から午後１時までを除く時間帯で就労していること。
土曜江東きっずクラブＢ登録（裏面「江東きっずクラブＢ登録一覧」参照）への入会は、保護者が月に２日以上、土曜日に就労してい
ること。
ただし、父が第１・３・５土曜日の就労で、母が第２・４土曜日の就労のように、保護者の一方が保護できる場合は対象になりませ
ん。また、土曜江東きっずクラブＢ登録のみの入会はできません。

月曜日～金曜日　・・・　放課後から午後５時まで。ただし、学校休業日（春休み・夏休み・冬休み・都民の日等）は、午前８時３０分か
ら午後５時まで

4．開設期間　　　平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日まで

5．開設日・開設時間等

土曜・日曜・祝日等及び年末年始　・・・　休み。ただし、土曜江東きっずクラブＢ登録は近隣の児童館で午前８時３０分から午後５時ま
で開設。（裏面「江東きっずクラブＢ登録一覧」参照）
土曜江東きっずクラブＢ登録については、入会希望者が少ない場合は、開設しないことがありますので、予めご了承ください。

保険料（傷害保険） 年額１，３００円（保険料率により変更することがあります。）

育成料（利用料） 月額４，０００円（午後７時までの延長については月額５，０００円）
間食費（おやつ代） 月額１，５００円（土曜江東きっずクラブＢ登録はおやつ持参となります。）

土曜江東きっずクラブＢ登録の入会要件を満たす場合は、土曜開室学童クラブもご利用できます。別紙、江東区学童クラブの募集案内
及び江東区学童クラブ一覧をご覧ください。

週に３日以上、就労等により保護者の帰宅時間が午後５時３０分を超える児童は、土曜日を除いて、利用時間を放課後から午後６時までに変
更できます。


